
目

次

規

則

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

告

示

○
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長
」
の
下
に
「
、
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長
」
を
加

え
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
第
十
四
号
中
「
写
し
等
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
青
森
県
立
板
柳
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
金
木
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
鶴

田
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
十
和
田
西
高
等
学
校
」
、
「
青
森
県
立
六
戸
高
等
学
校
」
、
「
青
森

県
立
三
本
木
農
業
高
等
学
校
」
及
び
「
青
森
県
立
五
所
川
原
工
業
高
等
学
校
」
を
削
る
。

第
九
十
六
号
様
式
及
び
第
九
十
六
号
様
式
の
二
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
九
十
七
号
様
式
及
び
第
九
十
七
号
様
式
の
二
中

「

を

青
森
県
報
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８
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

⑴
分
別
解
体
等
の
方
法

⑵
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥
．

⑶
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

⑷
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥
．

９
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

⑴
保
険
法
人
の
名
称

⑵
保
険
金
額
￥
．

⑶
保
険
期
間

10
そ

の
他

８
建
設
発
生
土
の
搬
出
先
等

９
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

⑴
分
別
解
体
等
の
方
法

⑵
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥
．

⑶
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

⑷
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥
．

10
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

⑴
保
険
法
人
の
名
称

⑵
保
険
金
額
￥
．

⑶
保
険
期
間

11
そ

の
他

６
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

⑴
分
別
解
体
等
の
方
法

⑵
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥
．

⑶
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

⑷
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥
．

７
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

号
外
第
二
十
八
号

令
和
五
年三

月
三
十
一
日

（
金
曜
日
）



」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
財
務
規
則
第
九
十
六
号
様
式
か
ら
第
九
十
七
号
様
式
の
二
ま
で
の
規
定
は
、

令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
に
締
結
す
る
契
約
（
同
日
前
に
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
し

た
契
約
及
び
同
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
契
約
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

平
成
十
九
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
一
号
（
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

分
任
出
納
員
の
項
の
表
中

「

」

を「

」

に
改
め
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

⑴
保
険
法
人
の
名
称

⑵
保
険
金
額
￥
．

⑶
保
険
期
間

８
そ

の
他

６
建
設
発
生
土
の
搬
出
先
等

７
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等

⑴
分
別
解
体
等
の
方
法

⑵
請
負
代
金
額
の
う
ち
解
体
工
事
に
要
す
る
費
用
￥
．

⑶
再
資
源
化
等
を
す
る
た
め
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

⑷
請
負
代
金
額
の
う
ち
再
資
源
化
等
に
要
す
る
費
用
￥
．

８
住
宅
建
設
瑕 か

疵 し

担
保
責
任
保
険

⑴
保
険
法
人
の
名
称

⑵
保
険
金
額
￥
．

⑶
保
険
期
間

９
そ

の
他

五

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
十

四
条
の
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
写
し
等
の
作
成
及
び
送
付
に
要

す
る
費
用

五

青
森
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
第

八
条
の
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
の
写
し
の
作
成

に
要
す
る
費
用

六

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
第
二
十

八
条
第
四
項
の
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
の
写
し

の
送
付
に
要
す
る
費
用


